
令 和 4 年 8 月 1 2 日

行財政改革･大都市制度調査特別委員会 

区 再 編 推 進 事 業 本 部

企 画 調 整 部 企 画 課

総 務 部 人 事 課

市民部市民協働･地域政策課

行政区再編協議について 

 ◆配付資料◆

・協議会のあり方について

資 料 ：区協議会及び地区コミュニティ協議会の基本構成（図）（事前配付済み）



区協議会及び地区コミュニティ協議会の基本構成（図）（白抜き文字は条例事項）

区協議会

地域自治
(５０地区)

地域分科会

市 区役所（内容により本庁部局が対応）

コミ担職員 協働センター 

地域分科会の代表者が
代表会の委員に

50地区の代表者が
地域分科会の委員に

代表会

※図内の数字 １-①～④：住民発意の提案等の流れ、２-①～④：市発意の諮問等の流れ 

・情報共有 

調整 

協議 

・区協議会に出席し、情報収集や意見集約を行う
・関係部局に対し、必要な措置の要請や情報提供などの事務調整を行う 

（自治法§252の 20） 

・A区協議会 80人
・B区協議会  40 人 
・天竜区協議会 20人 
※内部組織として 
代表会と地域分科会を置く 
※天竜区は代表会と 
地域分科会が一体 

地域の意向により地区コミュニティ協議会を任意で設置し、
認定を受けることができる 

（地区自治連やまちづくり協議会などの既存組織が認定を受けることもできる） 

・中地域分科会 20人
・東地域分科会 20人 
・西地域分科会 20人 

・南地域分科会 20人
・北地域分科会  20人 
・浜北地域分科会 20人 

・A区代表会 8人
・B区代表会 8 人 

【1住民発意の提案等】 
・地域づくりに関する提案 
・地域課題に対する意見交換など

【2市発意の諮問等】 
・区役所予算 
・市の施策に関する 
 重要事項 
・計画や条例に関する 
パブコメ
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（地区コミュニティ協議会事務局）

・地域分科会の議論を円滑に進めるため、 
 地域課題の論点整理や会議資料を作成 
・地域分科会へ出席し、委員の発言をサポートする 

・会合へ出席し、課題の把握や魅力の掘り起こしを行う 
・協働センターを核とした地域課題解決事業の予算を 
活用し、地域コミュニティの活性化につなげる 


